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関連リンク関連リンク 検 索 検 索

　　みんなで考えてみよう！

なぜ，税金には様々な種類があるのだろう？

　　公平の原則

経済力が同等の人に等しい負担を求める「水平的公平」と，経済力のある人により大きな負担を求
める「垂直的公平」があります。さらに，近年では，異なる世代を比べた負担の公平や，それぞれ
の世代の受益と負担のバランスといった「世代間の公平」が重要になっています。
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【主な税金の種類】
所得課税 消費課税 資産課税等

国税

直
接
税

所得税　法人税
復興特別所得税
地方法人税
地方法人特別税

相続税
贈与税

間
接
税

消費税　酒税
揮発油税　石油石炭税
石油ガス税　関税
航空機燃料税　たばこ税
自動車重量税　とん税

印紙税
登録免許税

地方税

都道府県税と
市町村税に
区分されます。

※は市町村税

直
接
税

都道府県民税　
事業税
市町村民税※

自動車税　
自動車取得税
狩猟税
軽自動車税※

不動産取得税
都市計画税※

事業所税※

固定資産税※

間
接
税

地方消費税
都道府県たばこ税
ゴルフ場利用税
軽油引取税
市町村たばこ税※

入湯税※

はじめに

　わたしたちが健康で文化的な生活をおくるために，国や地方公共団体はさまざまな活動
を行っています。そして，その活動のための費用をまかなっているのが税金です。
　わたしたちは，さまざまな税とかかわって生活しています。それらの税にはどのような
種類があり，だれが，どんな方法で，どこに納めているのでしょうか。また納められた税
金は，だれがその使いみちを決め，どのようにわたしたちの暮らしにかかわっているので
しょうか。
　「税とは何か？」「なぜ税を納めなければならないのか？」これからいっしょに考え，調
べていきましょう。そして，税の果たす役割を正しく理解し，社会の一員としてその使い
みちに関心を持ちましょう。

わたしたちと税のかかわりについて考えてみよう

税金には、さまざまな種類があり、3通りの分類方法があります。



わたしたちの身の回りには，国や地方公共団体（都道府県，市（区）町村）
による「公共サービス」や「公共施

し

設
せつ

」があります。
これらを提供するためには，たくさんの費用がかかります。

小学生 中学生 高校生（全日制）
約894,000円 約1,022,000円 約1,006,000円

　　　みんなで考えてみよう！

もし「公共サービス」などがなかったらどうなるのだろう？

これらの「公共サービス」などに必要な費用はどうやってまかなうのだろう？
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ゴミ処理費用
（2016年度）

約2兆3,259億円
国民１人当たり 約1万8,300円

国民医療費の公費負担額
（2015年度）

約16兆4,715億円
国民１人当たり 約12万9,600円

警察費・消防費
（2016年度）

約5兆2,462億円
国民１人当たり 約4万1,300円

消防車
ポンプ車約1300万円～

高層用はしご車約1億6000万円

信号機
全国に約21万基

（１基当たり 270～470万円）

学校
約13億円

（１校当たり平均建設費）

警察，消防，
ゴミ収集，福祉など

学校，公園，
道路など

わたしたちと税のかかわりについて考えてみよう

公立学校の児童・生徒１人当たりの公費負担教育費（2015年度）

公共サービス

公共施設



家　計

（歳入） （歳入）

税　

金

税　

金

企　業

国・地方公共団体
（歳出）

議員は国民の選挙による国・地方議会
（予算を決定する）

公共施設 公共サービス

関連リンク関連リンク 検 索 検 索

　　　みんなで議論してみよう！

なぜ，「納税の義務」が憲法で定められているのだろう？

　　　民主主義の基本

　政治への参加と国を支える税金を国民が負担することが，対になっているのが，民主主義の基本です。
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【日本国憲法第３０条】

国民は，法律の定めるところにより，納税の義務を負ふ。

なぜ，税を納めなければならないのだろう？　

日本国憲法
　第83条【財政処理の基本原則】国の財政を処理する権限は，国会の議決に基

もとづ

いて，これを行使しなければならない。
　第84条【課税】あらたに租

そ

税
ぜい

を課し，又
また

は現行の租税を変
へん

更
こう

するには，法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

納税の義務は憲法で定められています。

税に関する法律（税負担の方法）と税の使いみち（予算）は，国民の
代表者である議員が国会で決めています。



 「政府は法令を設けて悪人を制し善人を保護す。これ即ち政府の商売なり。
この商売をなすには莫大な費

ついえ

なれども，政府に米もなく金もなきゆえ，百姓町人より
年
ねん

貢
ぐ

運
うん

上
じょう

を出
いだ

して政府の勝手方を賄
まかな

わんと，双方一致の上，相談を取極めたり。
これ即ち政府と人民の約束なり。」
■訳
「政府は法令を設けて悪人を取り締まり，善人を保護する（人々の生活や安全を守る）。しかし，それ
を行うには多くの費用が必要になるが，政府自体にはそのお金がないので，税金としてみんなに負担
してもらう。これは政府と国民双方が一致した約束である。」　　

資料提供：福澤諭吉旧邸・福澤諭吉記念館
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税はわたしたちの暮らしを豊かで安全にするものなのね。

税は「社会共通の費用をまかなうための会費」と言えるね。
わたしたちは，主権者として税の使いみちにも関心を持たなければいけないね。

●税は公共サービスの対価
●自らの代表が，国の支出のあり方を決めることと，自らが国を支える 
　税金を負担しなければならないことは表裏一体
●税の使いみちを監視する（関心を持つ）ことも納税者として重要

なぜ，税を納めなければならないのだろう？　

※ 「強い意識」
●自分たちの代表者がいないところで決められた税は，納める必要がない。
●自分たちの国を支えるためには，自分たち一人ひとりが税を納めなければいけない。

①【アメリカ独立戦争と税】

「代表なくして課税なし」　“No taxation without representation”
　18世紀後半のアメリカ独立戦争は，母国イギリスが行った不当な課税に納得できないということで
始まりました。
　この不当な課税に対する反対運動の中で，パトリック・ヘンリーらの「代表なくして課税なし」という
言葉が生まれました。
　この言葉にこめられた，当時のアメリカの人々の※「強い意識」がきっかけとなり，やがて，1776年
のアメリカ独立宣言につながります。

　1872年に福澤諭吉が発表した『学問のすすめ』の中に，税金とは国民と国との約束である
と述べられています。

②【福
ふく

澤
ざわ

諭
ゆ

吉
きち

と税】

『学問のすすめ』より

～税にまつわるエピソード～
２つのエピソードを参考に考えてみよう！

今までの議論を振
ふ

り返
かえ

ると税の本質が見えてくる。

つまり，
税の本質とは…

税ってなんだろう？
なぜ，税が必要なのだろう？



　　　やってみよう！

歳入・歳出それぞれのグラフの①～⑦にあてはま

る語句を、右の表から選んで記入しよう。

　　　歳入の中で大きな割合を占めている公債金って何だろう？

国は、5年、10年などの期限を定めた「国
こく

債
さい

」を発行し、国民や会社からお金を借りています。
こうして集めたお金を「公債金」といいますが、いずれ返さなければならない国の借金となります。

歳　　入 歳　　出
消費税　　法人税
所得税　　公債金

地方交付税交付金　　　　
社会保障関係費　　国債費

※やってみようの答えは10ページ
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歳入（平成28年度　一
いっ

般
ぱん

会計当初予算）歳入（平成30年度　一
いっ

般
ぱん

会計当初予算）

（①　　　　　　　　　）
　（個人の所得に対してかかる税）

19兆200億円（19.5％）

（①　　　　　　　　　）
　（個人の所得に対してかかる税）

19兆200億円（19.5％）

（②　　　　　　　　 ）
  （会社などの所得に対してかかる税）

12兆1,670億円（12.5％）

（②　　　　　　　　 ）
  （会社などの所得に対してかかる税）

12兆1,670億円（12.5％）

相続税・贈与税
（亡くなった人から財産を
受けついだときなどにかかる税）
2兆2,400億円（2.3％）

（③　　　　　  ）
　(物の購入やサービスを
　受けたときにかかる税)
17兆5,580億円（18.0％）

（③　　　　　  ）
　(物の購入やサービスを
　受けたときにかかる税)
17兆5,580億円（18.0％）

（④　　　　　　　 ）
　（国の借金）
33兆6,922億円（34.5％）

（④　　　　　　　 ）
　（国の借金）
33兆6,922億円（34.5％）

その他　4兆9,416億円（5.1％）

揮発油税
2兆3,300億円（2.4％）酒税　1兆3,110億円（1.3％）

たばこ税　  　8,740億円（0.9％）
その他の税　2兆5,250億円（2.6％）
印紙収入　　1兆540億円（1.1％）

総額
97兆7,128
億円

間　接　税
　等

直

　接

　税
　
　

59
兆
79
0
億
円
(60.5%)

歳入（平成28年度　一
いっ

般
ぱん

会計当初予算）歳出（平成30年度　一
いっ

般
ぱん

会計当初予算）

公共事業関係費
（住宅や道路の整備のために）
5兆9,789億円（6.1％）

文教及び科学振興費
（教育や科学技術をさかんにするために）
5兆3,646億円（5.5％）

防衛関係費 （国の防衛のために）
5兆1,911億円（5.3％）

恩給関係費 （恩給の支払いのために）
2,504億円（0.3％）

経済協力費 （発展途上国の支援のために）
5,089億円（0.5％）

（⑤　　　　　　　　）（生活や医療や年金などのために）
32兆9,732億円（33.7％）

（⑤　　　　　　　　）（生活や医療や年金などのために）
32兆9,732億円（33.7％）

（⑥　　　　　　　　　）
（国債を返したり利子を支払ったりするために）
23兆3,020億円（23.8％）

（⑥　　　　　　　　　）
（国債を返したり利子を支払ったりするために）
23兆3,020億円（23.8％）

（⑦　　　　　　　　　）
（県や市町村の財政を調整するために）
15兆5,150億円（15.9％）

（⑦　　　　　　　　　）
（県や市町村の財政を調整するために）
15兆5,150億円（15.9％）

その他
8兆6,285億円（8.8％）
その他
8兆6,285億円（8.8％）

総額
97兆7,128
億円

国の財政を見てみよう

1年間に得た国の収入を「歳
さい

入
にゅう

」，支出を「歳
さい

出
しゅつ

」といい，
国や地方公共団体が行う経済活動を「財政」といいます。

（注）四捨五入の関係上，合計値が一致しないことがある。



平成30年度財政状況 １ヶ月分の家計に例えた場合

〈収入〉
税収＋税外収入 64.0 兆円

〈支出〉
基礎的財政収支対象経費
　うち地方交付税等
国債費

74.4 兆円
15.5 兆円
23.3 兆円

支出計　97.7 兆円

〈収入〉
月収 30万円
〈支出〉
家計費
　うち仕送り
ローン元利払

35万円
7万円
11万円

不足分（借金） 16万円

ローン残高 4,967万円公債残高 883兆円

こうして借金が累積して，年度末には…

公債金収入（借金）33.6 兆円

支出計　46万円

０
元年 ５年 10年 15年 20年 25年 30年

6.6
16.2

34.0 35.3 33.2
40.9

6.6
16.2

34.0 35.3 33.2
40.9

10

20

30

40

50

60

70

80

90
100
（兆円）

公債発行額 一般会計歳出 一般会計税収

84.484.4

49.449.4
43.343.3

54.154.1
54.954.9

65.965.9

75.175.1

44.344.3

82.4

100.2

47.0

33.733.7

96.397.7

59.1

（注）25年度以前は決算額，30年度は政府案による。
※家計のローン残高は，１世帯年収（360万円）の国の収入（64.0 兆円）に対する比率に
　より計算しています。

84.784.7
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建設公債残高
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5

61

131

193
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15

231
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20

321

225

546

25

477

258

9

30

604

273

6

29

588

269

6

28

555

268

7
831一般会計税収の約15年分に相当

（平成30年度一般会計税収予算額：約59兆円）

※勤労者世帯の平均年間可処分所得
　約514万円（平均世帯人員 3.39人）

平成30年度末公債残高
約883兆円（見込み）

↓
国民1人当たり　約700万円
   4人家族で　約2,798万円

744

864 883

平成30年度財政状況 １ヶ月分の家計に例えた場合

〈収入〉
税収＋税外収入 64.0 兆円

〈支出〉
基礎的財政収支対象経費
　うち地方交付税等
国債費

74.4 兆円
15.5 兆円
23.3 兆円

支出計　97.7 兆円

〈収入〉
月収 30万円
〈支出〉
家計費
　うち仕送り
ローン元利払

35万円
7万円
11万円

不足分（借金） 16万円

ローン残高 4,967万円公債残高 883兆円

こうして借金が累積して，年度末には…

公債金収入（借金）33.6 兆円

支出計　46万円

０
元年 ５年 10年 15年 20年 25年 30年

6.6
16.2

34.0 35.3 33.2
40.9

6.6
16.2

34.0 35.3 33.2
40.9

10

20

30

40

50

60

70

80

90
100
（兆円）

公債発行額 一般会計歳出 一般会計税収

84.484.4

49.449.4
43.343.3

54.154.1
54.954.9

65.965.9

75.175.1

44.344.3

82.4

100.2

47.0

33.733.7

96.397.7

59.1

（注）25年度以前は決算額，30年度は政府案による。
※家計のローン残高は，１世帯年収（360万円）の国の収入（64.0 兆円）に対する比率に
　より計算しています。

84.784.7

関連リンク関連リンク 検 索

　　　みんなで議論してみよう！

歳出と歳入には大きなギャップ（財政赤字）があります。このまま国
こく

債
さい

を発行しつづけたら，どうなるのだろう？

納税者として国の財政をみんなで考えよう！
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公債残高の累増

国の財政を見てみよう

①公共サービスや社会資本を提供する
国民の生活の安全やその向上を図るために，
社会に必要な警察や消防，教育などの公共
サービスが行われたり，公園などの公共施

し

設
せつ

の設置を行っています。

②所得の開きを縮める
日本の所得税は，所得が
大きくなるほど税負担が
大きくなる累

るい

進
しん

課税制度
がとられています。

国の財政を家計に例えた場合 一般会計における歳出・歳入の状
じょう

況
きょう

財政の役割とは…

国の財布をのぞいてみたら…

（注１）公債残高は各年度の3月末現在額。ただし、平成29年度末は補正後予算に基づく見込み、平成30年度末は政府案に基づく見込み。
（注２）四捨五入の関係上、合計額が一致しないことがある。

③景気の動きを整える
好景気のときには税負担が増え，
景気の過熱にブレーキをかけ，不
景気のときには税負担が減り，景
気の落ち込

こ

みをゆるめます。



　　　やってみよう！1

次の文章を読んで、あてはまる語句を、左のグラフ
から選んで記入しよう。

①　県や市町村の財源力に応じて、国が地方公共団体に
交付するお金。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②　道路建設や新しい学校の建設など使いみちを指定し
て国が支出するお金。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

③　県が金融機関などから長期にわたって借り入れるお金。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

④　県税や諸収入など自ら県が調達できるお金。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　やってみよう！2

左のグラフの①～③にあてはまる語句を、下
の表から選んで記入しよう。

歳出（平成30年度　当初予算）

（①　　　　　）
1,084億円
（19.6%）

（①　　　　　）
1,084億円
（19.6%）

商工費
820億円
（14.8%）

商工費
820億円
（14.8%）

（②　　　　　）
752億円
（13.6%）

（②　　　　　）
752億円
（13.6%）

（③　　　　 ）
711億円
（12.9%）

（③　　　　 ）
711億円
（12.9%）

民生費
718億円
（13.0%）

民生費
718億円
（13.0%）

諸支出金
383億円
（6.9％）

諸支出金
383億円
（6.9％）

労働費・災害復旧費等
　　　　116億円（2.0％）

衛生費124億円（2.2％）

農林水産業費
276億円（5.0％）
農林水産業費

276億円（5.0％）

総務費
268億円（4.9％）

総務費
268億円（4.9％）

警察費
283億円
（5.1％）

警察費
283億円
（5.1％）

歳出
5,535億円

土木費　　教育費　　公債費

※やってみようの答えは10ページ

※やってみようの答えは10ページ
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教育費
115,219円（19.6％）
・小，中，高校，大学などの教育に

土木費
80,010円（13.6％）
・道路，河川，住宅などの整備に

公債費
75,616円（12.9％）
・地方債の返済に

民生費
76,382円（13.0％）
・安定した文化的な社会生活を保護するために

警察費
30,105円（5.1％）
・生命と財産を守るために

商工費
87,226円（14.8％）
・中小企業対策や観光振興のために

和歌山県の財政はどうなっているのだろう?

和歌山県民 の人口で割ると１人当たりの支出額は588,520円です。
（平成30年3月1日現在 推計人口 940,494人）

歳入（平成30年度　当初予算）

歳入
5,535億円

地方譲与税等
164億円（2.9％）

県　税
927億円
（16.7%）

県　税
927億円
（16.7%）

国庫支出金
710億円
（12.8%）

国庫支出金
710億円
（12.8%）

諸収入
855億円
（15.4%）

諸収入
855億円
（15.4%）

県　債
696億円
（12.6%）

県　債
696億円
（12.6%）

地方交付税交付金
1,653億円
（29.9%）

地方交付税交付金
1,653億円
（29.9%）

地方消費税清算金
336億円（6.1%）
地方消費税清算金
336億円（6.1%）

繰入金  83億円（1.5%）
使用料及び手数料  64億円（1.2%）
分担金及び負担金  43億円（0.8%）

財産収入等
4億円（0.1%）

自主財源
   2,312億円
　   （41.8%）

自主財源
   2,312億円
　   （41.8%）

依存財源
　3,223億円
　　（58.2%）

（注）四捨五入の関係上，合計値が一致しないことがある。



和歌山県内で税金はこのように使われています。

紀の国森づくり税について

8

わたしたちの身近で，何に
税金が使われているのか
調べてみよう！

紀の国森づくり税を活用した取組事例

　和歌山県の森林は、36万ヘクタール、県土の約77％を占めています。
　これらの森林を県民の財産として守り育て、次の世代へ引き継いでいくため、和歌山
県では、平成19年度に紀の国森づくり税を導入し、小中学生に森林を育てる意識を育ん
でもらうための紀の国緑育推進事業など、さまざまな取組を実施しています。

紀の国森づくり大使 キノピー

緑育推進 森を守る取組 公募事業～みんなで森を育て守る～

森林で遊び、学ぶ活動を通じ
て、森林を守り育てる意識を
育んでもらうため、小中学生
を対象に学校単位で取り組む
事業です。

貴重な自然生態系を持つ森
林や景観保全上重要な森林
を、県民共有の財産として
守るため、公有林化する事
業です。

県民自ら企画・実施する活動を募集
し、紀の国森づくり基金条例の趣旨に
あった活動を行っていただいています。

体験間伐 渓流入口付近と自然林（大塔山）

熊野の森の植樹

新宮警察署（新宮市）
平成29年3月完成
総工費：約19億円

河西ほほえみセンター（和歌山市）
平成29年5月業務開始
総工費：約6億7千万円

京奈和自動車道紀北西道路
平成29年3月開通
総工費：約1,160億円

紀の国森づくり税
って知ってる？
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注） 1．日本は 2018 年度，（平成 30年度）見通し。諸外国は 2015 年実績。
 　 2．老年人口比率は，2018 年推計。諸外国は 2015 年。
 　 3．アメリカは日本や欧州と違い，全国民を対象とする公的医療保険制度がありません。
 　 4．四捨五入の関係上，各項目の計数の和が合計額と一致しないことがあります。
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・日本の消費税率8％のうち1.7％相当は地方消費税（地方税）です。

・上記中　　　が食料品に係る適用税率ですが、軽減税率が適用される食料品の範囲は各国ごとに異なり、食料品によっては上記以外の取り扱いとなる場合があります。

　（中国、韓国は、一部の食料品について非課税となる場合あり）

・EC指令においては、ゼロ税率及び5％未満の軽減税率は否定する考え方が採られています。

・アメリカは州、郡、市により、小売売上税が課されています。（例：ニューヨーク州及びニューヨーク市の合計8.875％）
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9

国民負担率と老年人口比率

消費税（付加価値税）の課税標準税率 

　日本においては，　　急速な高
こう

齢
れい

化
か

に伴
ともな

い，現在の社
会保障水準を続け　　　れば，国民負担率がさらに大き
くなります。日本　　　の負担率が低いのは，公

こう

債
さい

の発
行により負担を将　　　来に先送りしているからです。

消費税（付加価値税）はフランスで1954年に初めて導入されましたが，これと同じような税は世界150カ国以上の
国・地域で採用されています。

税について，日本と諸外国を比べてみよう。

（2018年1月現在）



財務省－国際比較に関する資料（http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/itn_comparison/index.htm）関連リンク関連リンク
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医療や介護の自己負担以外の給付額や年金の
受給額など，社会保障制度を通じて，国民の
みなさんに給付される金銭・サービスの合計額

これからの社会と税を考えてみよう
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社会保障給付費と社会保険料収入の推移

働き手（20～64歳
さい

）と高
こう

齢
れい

者
しゃ

（65歳以上）の比率

　日本においては，　　急速な高
こう

齢
れい

化
か

に伴
ともな

い，現在の社
会保障水準を続け　　　れば，国民負担率がさらに大き
くなります。日本　　　の負担率が低いのは，公

こう

債
さい

の発
行により負担を将　　　来に先送りしているからです。

豊かで安心して暮らせる未来のためには，

公平な税負担と給付の関係について，

わたしたち一人ひとりが考えることが大切です。

7.7人 3.6人 1.8人 1.3人

　少子高齢化の問題の一つは，
社会保障関係費が増えていくこ
とであり，もう一つは，その費
用を負担する担い手が減ってい
くことです。

5ページの解答　　①所得税　②法人税　③消費税　④公債金　⑤社会保障関係費　⑥国債費　⑦地方交付税交付金
7ページの解答　　1①地方交付税交付金　②国庫支出金　③県債　④自主財源　　2①教育費　②土木費　③公債費

少子高齢化はこれからの社会にとって重要な課題です。
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